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項目 ご意見 

１．周波数オークショ

ンを導入する際に検討

すべき論点についてど

のように考えるか。 

 

 

２．論点に対してどの

ように考えるか。 

番号 ご意見 

４ 

放送は、災害時に防災放送の義務を負うなど公共的な役割

を担って番組を編成し、報道活動を行っている。採算を度外

視してこれらの活動を行うこともある放送事業者には、電波の

経済的価値を反映した負担を求める周波数オークションの制

度はそぐわない。 

また、周波数オークションにより電波利用料額が流動的にな

れば、デジタル化のためにすでに多大な設備投資を行ってい

るテレビジョン放送事業者の経営への影響が大きい。これ

は、電波によって現在国民が享受している番組の内容が貧し

くなったり、継続できなくなったりすることに通じるため、放送に

電波を割り当てている目的から逸脱する結果になる。 

放送を行うために使用する周波数（報道番組用途や番組伝

送に使用する周波数を含む）割り当てにおいては、周波数オ

ークションによる事業者の選定手続きは適当でない。 

 

 
 

 

 
 

３．その他 

（留意事項や情報提供

など） 

 


